
 

 

伊 丹 市 社 会 福 祉 法 人 指 導 監 査 専 門 員 設 置 要 綱  

  

 （ 設 置 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 社 会 福 祉 法 人 （ 以 下 「 法 人 」 と い う 。 ） に 対 す  

る 指 導 監 査 体 制 の 専 門 化 及 び 強 化 を 図 り ， も っ て 法 人 の 健 全 な 運 営

を 確 保 す る た め ， 伊 丹 市 社 会 福 祉 法 人 指 導 監 査 専 門 員 （ 以 下 「 監 査

専 門 員 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

 （ 職 務 ）  

第 ２ 条  監 査 専 門 員 は ， 所 属 長 の 命 を 受 け て 次 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す

る 。  

⑴  事 前 に 法 人 か ら 提 出 さ れ た 書 類 等 の 確 認 を 行 う こ と 。  

⑵  一 般 指 導 監 査 及 び 特 別 監 査 に 同 行 し ，会 計 上 及 び 法 律 上 の 問 題 に

つ い て 監 査 担 当 職 員 に 対 し ，助 言 及 び 指 導 等 を 行 い ，又 は ，必 要 に

応 じ て 法 人 に 対 し 直 接 質 疑 を 行 う こ と 。  

⑶  そ の 他 監 査 体 制 強 化 の た め に 所 属 長 が 必 要 と 認 め る 業 務 に 関 す

る こ と 。  

⑷  前 各 号 の 職 務 を 終 了 し た と き は ， そ の 都 度 ， そ の 事 務 の 実 施 状  

況 等 を 書 面 等 で ， 速 や か に 所 属 長 に 報 告 す る こ と 。  

 （ 身 分 ）  

第 ３ 条  監 査 専 門 員 の 身 分 は ， 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６  

１ 号 ） 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 と す る 。  

 （ 資 格 ）  

第 ４ 条  監 査 専 門 員 は ，公 認 会 計 士 又 は 弁 護 士 の 資 格 を 有 す る 者 と す る 。 

（ 勤 務 ）  

第 ５ 条  監 査 専 門 員 は ， 所 属 長 が あ ら か じ め 指 定 し た 日 に 勤 務 す る 。   

（ 事 務 の 所 管 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る 事 務 は ， 健 康 福 祉 部 地 域 福 祉 室 法 人 監 査 課

が 所 管 す る 。  

（ 細 則 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 監 査 専 門 員 に 関 し て 必 要 な 事



 

 

項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ２ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


